
簡易版・障害年金の受給資格フローチャート

障害厚生年金および障害基礎年金が受給できるかを判定するフローチャートです。実際にはこのフロー
チャートのように明確に判断できるものではないことをご了承のうえ、ご利用ください。

〇障害基礎年金受給資格フローチャート
厚生年金保険の加入中に初診日がある場合、この「障
害基礎年金受給判定フローチャート」及び「障害厚生年
金受給判定フローチャート」の両方を見てください。

※他に、保険料納付要件があります。次頁注２を参照してください。

※他に、保険料納付要件があります。次頁注２を
参照してください。

初診日において国民年金
の被保険者（注１）でした
か？

初診日より前に老齢基礎
年金の繰上げ受給を請求
しましたか？

Y E S Y E S

請求不可

N O N O

初診日において、厚生年
金保険に加入していました
か？

N O

障害基礎年金の請求が可能
（初診日から１年６月（例外規
定有）後の翌月から受給）
⇒「障害認定日請求」という

初診日から１年６月（例外
規定有）後に障害等級１～
２級に該当しましたか？

障害基礎年金の請求が可能
（請求日の翌月から受給）
⇒「事後重症請求」という

Y E S

N O

その後症状が悪化し、障
害等級１～２級に該当しま
したか？

Y E S

初診日において、２０歳未
満でしたか？または初診
日において、日本国内に
住所を有し、６０歳～
６５歳未満でしたか？

初診日から１年６月（例外
規定有）より前に老齢基礎
年金の繰上げ受給を請求
しましたか？

請求不可

Y E S

N O

N O

６５歳未満であり、かつ老
齢基礎年金の繰上げ受給
を請求していないです
か？

Y E S

N O

N O

初診日から１年６月（例外
規定有）後に障害等級１～
２級に該当しましたか？

Y E S

Y E S

N O

初診日から１年６月（例外
規定有）より前に老齢基礎
年金の繰上げ受給を請求
しましたか？

Y E S

N O
Y E S



注１．国民年金の被保険者
国民年金の被保険者とは、以下のいずれかに該当する者です。
( ア) 日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満の者（( イ) ( ウ) を除く）
( イ) ６５歳未満の厚生年金保険の加入者である者（６５歳以上の者にあっては、老齢年金等の受給
権を有しない者に限る）
( ウ) ( イ) の配偶者で主として( イ) の収入により生計を維持する者
( エ) 任意加入被保険者

注２．保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかに該当することが必要です。
・過去１年間に保険料の未納がないこと
・過去の納付義務がある期間のうち、３分の１以上の未納がないこと

〇障害厚生年金受給資格フローチャート

初診日において厚生年金
保険に加入していました
か？

初診日から１年６月（例外
規定有）後に障害等級１～
３級に該当しましたか？

障害厚生年金の請求が可能
（初診日から１年６月（例外規
定有）後の翌月から受給）
⇒「障害認定日請求」という

Y E S Y E S

請求不可

N O
N O

その後症状が悪化し、障
害等級１～３級に該当しま
したか？

Y E S

N ON O

※他に、保険料納付要件があります。下記注２を
参照してください。

障害厚生年金の請求が可能
（請求日の翌月から受給）
⇒「事後重症請求」という

６５歳未満ですか？
Y E SN O


